


を及ぼさないようにすること （同項3号）， ④事業用電気工作物が一 般電気

事業の用に供される場合にあっては， その事業用電気工作物の損壊によりそ

の一般電気事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること（同

項4号）と規定していた。

上記技術基準として， 「発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令」

（昭和40年通商産業省令第6 2号。以下 「省令6 2号」という。）が定めら

れており， 電気事業者には，設計，建設段階のほか運転段階においても省令6

2号に適合するように事業用電気工作物を維持することが義務付けられてい

た。

(4) 技術基準適合命令

電気事業法40条は， 「経済産業大臣は， 事業用電気工作物が前条第1項

の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは， 事業用

電気工作物を設置する者に対し， その技術基準に適合するように事業用電気

工作物を修理し， 改造し，若しくは移転し，若しくはその使用を一時停止すべ

きことを命じ， 又はその使用を制限することができる。」と規定していた。な

お，同法 1 1 6 条2 号は，同法40条（原子力発電工作物に係る場合に限る。）

の規定による命令又は処分に違反した者は， 3 年以下の懲役若しくは 3 0 0

万円以下の罰金に処し， 又はこれを併科すると規定していた。

4 省令6 2号

(1) 本件原発の原子炉設置許可等処分時

ア 4条 （なお， 昭和5 0年通商産業省令第1 2 2号により4条2項が追加

された。 ）

原子炉及びその付属設備 （以下 「原子炉施設」 という。 ）並びに一 次冷

却材により駆動される蒸気タ ー ビン及びその附属設備が地すべり， 断層，

なだれ， 洪水， 津波若しくは高潮， 基礎地盤の不同沈下又は火災等により

損傷を受けるおそれがある場合は， 防護施設の設置， 基礎地盤の改良その
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他の適切な措置を講じなければならない。

イ 3 3条

（ア） 1項

原子力発電所には， 当該原子力発電所に連けいされている送電線及び

当該原子力発電所において常時使用されている発電機からの電気の供給

が停止した場合において保安を確保するために必要な装置の機能を維持

するため， 内燃機関を原動力とする発電設備又はこれと同等以上の機能

を有する非常用予備動力装置を施設しなければならない。

（イ） 2項

原子力発電所の保安を確保するため特に必要な装置には， 無停電電源

装置又はこれと同等以上の機能を有する装置を施設しなければならない。

(2) 平成 1 7 年経済産業省令第 6 8 号による改正後のもの

ア 2 条

この省令において， 次の各号に掲げる用語の意義は， それぞれ当該各号

に定めると ころによる。

8 「安全設備」とは，次に掲げる設備であってその故障，損壊等により公

衆に放射線障害を及ぼすおそれを直接又は間接に生じさせるものをいう。

ハ 安全保護装置（運転時の異常な過渡変化が生じる場合， 地震の発生

等により原子炉の運転に支障が生じる場合， 及び一次冷却材喪失等の

事故時に原子炉停止系統を自動的に作動させ， かつ， 原子炉内の燃料

の破損等による多量の放射性物質の放出のおそれがある場合に ， 工学

的安全施設を自動的に作動させる装置をいう。 以下同じ。）， 非常用

炉心冷却設備（原子炉圧力容器内において発生した熱を通常運転時に

おいて除去する施設がその機能を失った場合に原子炉圧力容器内にお

いて発生した熱を除去する設備をいう。 以下同じ。）その他非常時に

原子炉の安全を確保するために必要な設備及びそれらの附属設備
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ホ 非常用電源設備及びその附属設備

イ 4条1項（平成2 3年経済産業省令第5 3号による改正前のもの）

原子炉施設並びに一次冷却材又は二次冷却材により駆動される蒸気タ ー

ビン及びその附属設備が想定される自然現象（地すべり，断層， なだれ，洪

水， 津波， 高潮， 基礎地盤の不同沈下等をいう。ただし， 地震を除く。）に

より原子炉の安全性を損なうおそれがある場合は， 防護措置， 基礎地盤の

改良その他の適切な措置を講じなければならない。

ウ 8条の2

2条8号ハ及びホに掲げる安全設備は， 当該安全設備を構成する機械器

具の単一故障（単一の原因によって一つの機械器具が所定の安全機能を失

うことをいう。以下同じ。）が生じた場合であって， 外部電源が利用でき

ない場合においても機能できるように， 構成する機械器具の機能， 構造及

び動作原理を考慮して， 多重性又は多様性， 及び独立性を有するように施

設しなければならない。

工 3 3条

（ア） 1項

原子力発電所に接続する電線路のうち少なくとも2回線は， 当該原子

力発電所において受電可能なものであって， 使用電圧が6万ボルトを超

える特別高圧のものであり， かつ， それにより当該原子力発電所を電力

系統に連系するように施設しなければならない。

（イ） 2項

原子力発電所には， 前項の電線路及び当該原子力発電所において常時

使用されている発電機からの電気の供給が停止した場合において保安を

確保するために必要な装置の機能を維持するため， 内燃機関を原動力と

する発電設備又はこれと同等以上の機能を有する非常用予備動力装置を

施設しなければならない。
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（ウ） 3 項

原子力発電所の保安を確保するため特に必要な設備には， 無停電電源

装置又はこれと同等以上の機能を有する装置を施設しなければならない。

（エ） 4項

非常用電源設備及びその附属設備は， 多重性又は多様性， 及び独立性

を有し， その系統を構成する機械器具の単一故障が発生した場合であっ

ても， 運転時の異常な過渡変化時又は一 次冷却材喪失等の事故時におい

て工学的安全施設等の設備がその機能を確保するために十分な容量を有

するものでなければならない。

困 5 項

原子力発電所には， 短時間の全交流動力電源喪失時においても原子炉

を安全に停止し， かつ， 停止後に冷却するための設備が動作することが

できるよう必要な容量を有する蓄電池等を施設しなければならない。

(3) 平成 2 3 年経済産業省令第 5 3 号により新設された 5 条の 2

ア 1項

原子炉施設並びに一 次冷却材又は二次冷却材により駆動される蒸気タ ー

ビン及びその附属設備が， 想定される津波により原子炉の安全性を損なわ

ないよう， 防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。

イ 2項

津波によって交流電源を供給する全ての設備， 海水を使用して原子炉施

設を冷却する全ての設備及び使用済燃料貯蔵槽を冷却する全ての設備の機

能が喪失した場合においても直ちにその機能を復旧できるよう， その機能

を代替する設備の確保その他の適切な措置を講じなければならない。

5 原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」という。）

原災法は， 「原子力災害の特殊性にかんがみ， 原子力災害の予防に関する原

子力事業者の義務等， 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設
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置等並びに緊急事態応急対策の実施その他原子力災害に関する事項について特

別の措置を定めることにより， 核原料物質， 核燃料物質及び原子炉の規制に関

する法律， 災害対策基本法その他原子力災害の防止に関する法律と相まって，

原子力災害に対する対策の強化を図り， もって原子力災害から国民の生命， 身

体及び財産を保護すること」を目的とする(1条）。

なお， 一般的な災害対策については， 災害対策基本法に規定されており， 同

法に基づき中央防災会議が置かれ， 防災基本計画の作成や防災に関する重要事

項の審議が行われている。

6 原賠法

原賠法は， 「原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合における損害賠

償に関する基本的制度を定め， もつて被害者の保護を図り， 及び原子力事業の

健全な発達に資すること」を目的とする(1条）。

原賠法は， 原子力事業者に故意又は過失がなくとも， 原子炉の運転等により

原子力損害を与えたときは原子力事業者が損害賠償責任を負うという無過失責

任を規定している(3条1項）。

また， 原賠法は， 原子力損害に関しては原子力事業者以外の者は責任を負わ

ないと規定し(4条1項）， 原子力事業者は原子力損害を賠償するための措置

を講じることが義務付けられており(6条）， 一定の場合には， 政府が， 原子

カ事業者が損害を賠償するために必要な援助を行うこと(16条1項）などを

規定している。

第3 各種指針等

1 原子炉立地審査指針（昭和3 9年5月2 7日原子力委員会決定（丙A 7)) 

上記指針は， 本件原発1号機ないし4号機の設置許可における安全審査で用

いられたものであり， 原子炉の原則的立地条件として， 「（1) 大きな事故の誘

因となるような事象が過去においてなかったことはもちろんであるが， 将来に

おいてもあるとは考えられないこと， また， 災害を拡大するような事象も少な
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いこと」， 「（2) 原子炉は， その安全防護施設との関連において十分に公衆か

ら離れていること」， 「（3) 原子炉の敷地は， その周辺も含め， 必要に応じ公

衆に対して適切な措置を講じうる環境にあること」が必要であるとしており，

基本的目標として， 「a 敷地周辺の事象， 原子炉の特性， 安全防護施設等を

考慮し， 技術的見地からみて， 最悪の場合には起るかもしれないと考えられる

重大な事故（以下「重大事故」という。）の発生を仮定しても， 周辺の公衆に

放射線障害を与えないこと」， 「b 重大事故を超えるような技術的見地から

は起るとは考えられない事故（以下「仮想事故」という。）（例えば， 重大事

故を想定する際には効果を期待した安全防護施設のうちのいくつかが動作しな

いと仮想し， それに相当する放射性物質の放散を仮想するもの）の発生を仮想

しても， 周辺の公衆に著しい放射線災害を与えないこと」， 「c なお， 仮想

事故の場合にも， 国民遺伝線量に対する影響が十分に小さいこと」を掲げてい

る。

2 安全設計審査指針

(1) 「軽水炉についての安全設計に関する審査指針について」（昭和4 5年4

月2 3日原子力委員会（丙A 8)) 

上記指針は， 本件原発4号機の設置許可における安全審査で用いられたも

のであり， 敷地の自然条件に対する設計上の考慮及び耐震設計についての指

針を定めた上で， 炉心設計， 計測制御設備， 原子炉冷却材圧カバウンダリ，

工学的安全施設， 非常用電源設備， 核燃料貯蔵施設， 放射性廃棄物処理施設

及び放射線監視施設についての設計に係る審査基準を定めている。

ア 「敷地の自然条件に対する設計上の考慮」（上記指針2. 2)

上記指針は， 「敷地の自然条件に対する設計上の考慮」として， 「（1）当

該設備の故障が， 安全上重大な事故の直接原因となる可能性のある系およ

び機器は， その敷地および周辺地域において過去の記録を参照にして予測

される自然条件のうち最も苛酷と思われる自然力に耐え得るような設計で
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あること」， 「（2）安全上重大な事故が発生したとした場合， あるいは確実

に原子炉を停止しなければならない場合のごとく， 事故による結果を軽減

もしくは抑制するために安全上重要かつ必須の系および機器は， その敷地

および周辺地域において， 過去の記録を参照にして予測される自然条件の

うち最も苛酷と思われる自然力と事故荷重を加えた力に対し， 当該設備の

機能が保持できるような設計であること」を求めている。

上記指針の解説（動力炉安全設計審査指針解説）は， 「予測される自然

条件」とは， 「敷地の自然環境をもとに， 地震， 洪水， 津浪， 風（または

台風）， 凍結， 積雪等から適用されるもの」をいい， e 「自然条件のうち最

も苛酷と思われる自然力」とは， 「対象となる自然条件に対応して， 過去

の記録の信頼性を考慮のうえ， 少なくともこれを下まわらない苛酷なもの

を選定して設計基礎とすること」をいうものとしている。

イ 「耐震設計」（上記指針2. 3)

上記指針は， 「耐震設計」として， 「原子炉施設は， その系および機器

が地震により機能の喪失や破損を起こした場合の安全上の影響を考慮して

重要度により適切に耐震設計上の区分がなされ， それぞれ重要度に応じた

適切な設計であること」を求めている。

上記指針の解説は， 「重要度により適切に耐震設計上の区分がなされ」と

は， その機能喪失が原子炉事故を引き起こすおそれのあるもの， 及び原子

炉事故の際に放射線障害から公衆を守るために必要なもの(Aクラス），

高放射性物質に関連するものでAクラスに属する以外のもの(Bクラス），

Aクラス及びBクラスに属する以外のもの(Cクラス）により， 建物， 機

器設備が分類されることをいい， Aクラスのうち原子炉格納容器， 原子炉

停止装置は， Aクラスに適用される地震力を上回る地震力について機能の

維持ができることを検討することを求めている。

ウ 「非常用電源設備」（上記指針7)
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上記指針は， 「非常用電源設備」については， 「単一動的機器の故障を

仮定しても， 工学的安全施設や安全保護系等の安全上重要かつ必須の設備

が， 所定の機能を果たすに十分な能力を有するもので， 独立性および重複

性を備えた設計であること」を求めている。

上記指針の解説は， ①「単一動的機器の故障」の対象には， 非常用内部

電源設備では， これを構成するしゃ断器， 制御回路の操作スイッチ， リレ

ー， 非常用発電機等のうちいずれか一つのものの不作動や故障をとるもの

とされ， ②「所定の機能を果たすに十分な能力を有するもの」とは， 原子

炉緊急停止系， 工学的安全施設等の事故時の安全確保に必要な設備を， そ

れぞれが必要な時期に要求される機能が発揮できるように作動させうるよ

うな容量を具備することをいい， ③「独立性および重複性」とは， 単一動

的機器の故障を仮定した場合にも， 要求される安全確保のための機能が害

されることのないよう， 非常用発電機を2台とするなどにより， 十分な能

力を有する系を2つ以上とし， かつ， 一方が不作動となるような不利な状

況下においても， 他方に影響を及ぼさないように回路の分離， 配置上の隔

離などによる独立性の確保が設計基礎とされることをいうものとされてい

る。

(2) 「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」（平成2年8月3

0日原子力安全委員会決定， 平成13年3月2 9日同委員会一部改訂（丙A

1 3)）． 

前記(1)の指針は， 昭和5 2年6月にその全面改訂が行われ， その後， 軽水

炉の技術の改良及び進歩， スリーマイルアイランド事故等から得られた教訓

も含めた軽水炉に関する経験の蓄積を踏まえ， 平成2年8月3 0日に全面改

訂がされ， 平成13年3月2 9日に一部改訂がされた。

ア 「自然現象に対する設計上の考慮」（上記指針2)

上記指針は， 「安全機能を有する構築物， 系統及び機器は， その安全機
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能 の重要度及び地震によって機能の喪失を起こした場合の安全上の影響

を考慮して， 耐震設計上の区分がなされるとともに， 適切と考えられる設

計用地震力に十分耐えられる設計であること」（上記指針2. 1), 「安

全機能を有する構築物， 系統及び機器は， 地震以外の想定される自然現象

によって原子炉施設の安全性が損なわれない設計であること。重要度の特

に高い安全機能を有する構築物， 系統及び機器は， 予想される自然現象の

うち最も苛酷と考えられる条件， 又は自然力に事故荷重を適切に組み合わ

せた場合を考慮した設計であること」（上記指針2. 2)を求めている。

上記指針の解説は， 「予想される自然現象」とは， 「敷地の自然環境を

基に， 洪水， 津波， 風， 凍結， 積雪， 地滑り等から適用されるもの」をい

い， 「自然現象のうち最も苛酷と考えられる条件」とは， 「対象となる自

然現象に対応して， 過去の記録の信頼性を考慮の上， 少なくともこれを下

回らない苛酷なものであって， かつ， 統計的に妥当とみなされるもの」を

いうとしている。

イ 「電源喪失に対する設計上の考慮」（上記指針2 7)

上記指針は， 「原子炉施設は，短時間の全交流動力電源喪失に対して，原

子炉を安全に停止し， かつ， 停止後の冷却を確保できる設計であること」

を求めている。

上記指針の解説は， 「長期間にわたる全交流動力電源喪失は， 送電線の

復旧又は非常用交流電源設備の修復が期待できるので考慮する必要はな

い。」， 「非常用交流電源設備の信頼度が， 系統構成又は運用（常に稼働

状態にしておくことなど）により， 十分高い場合においては， 設計上全交

流動力電源喪失を想定しなくてもよい。」としている。

ウ 「電気系統」（上記指針4 8)

上記指針は， 「非常用所内電源系は， 多重性又は多様性及び独立性を有

し， その系統を構成する機器の単一故障を仮定しても次の各号に掲げる事
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